
入札・契約制度説明会（建設工事） 
 

             日時：令和３年３月３０日（火） 午前１０時３０分から 

             場所：東広島市市民文化センター アザレアホール 

 

   ＜次第＞ 

 

   １ 令和３・４年度競争入札参加資格の認定並びに格付け及び発注基準について…１ 

（令和３年４月１日認定予定）   【契約課】 

 

   ２ 入札又は見積書提出に係る「辞退届」の取扱いについて…………………………５ 

（令和３年４月１日以降適用開始） 【契約課】 

 

   ３ 総合評価落札方式一般競争入札の改正について [再説明] ………………………６ 

（令和３年４月１日以降適用開始） 【契約課】 

 

   ４ 災害実績条件付一般競争入札の試行について [再説明] …………………………８ 

（令和３年４月１日以降適用開始） 【契約課】 

 

   ５ 水道施設工事の発注方法について [再説明] ……………………………………１０ 

（令和３年４月１日以降適用開始） 【契約課】 

 

   ６ 法定外の労災保険の加入について [再説明] ……………………………………１１ 

（令和３年４月１日以降適用開始） 【検査課】 

 

   ７ その他  ………………………………………………………………………………１３ 

(1) 災害復旧工事の状況について          【災害復旧推進課】 

(2) 建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項の改正について 

（令和３年４月１日以降適用開始）             【契約課】 

(3) 近接して工事を発注する場合の諸経費調整の運用廃止について 

（令和３年４月１日運用廃止）                 【契約課】 

 

   ８ 質疑応答 

 

東広島市 

総務部 検査課 ℡082-420-0950 

総務部 契約課 ℡082-420-0930 

建設部 災害復旧推進課 ℡082-426-3091 



 



  

１ 令和３・４年度競争入札参加資格の認定（令和３年４月１日認定予定） 

並びに格付及び発注基準について 
 

 

 

（１）令和３・４年度競争入札参加資格の認定 

格付の認定は、経営事項審査の総合評定値に発注者別評価点を加えた「総合数値」

と経営規模等評価結果通知書に記載されている年平均完成工事高を基に行います。 

なお、「東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程」の建設工事種類別格付

基準の改正は、ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資格認定者数 

地域区分 認定予定者数 前回認定者数※2 

 市内※1 170者 167者 

県内 371者 369者 

県外 371者 356者 

合計 912者 892者 

※1「市内」とは、東広島市内に建設業法上の主たる営業所かつ登記の本店

を有する者をいいます。 

※2 平成３１・３２年度当初資格認定時の認定者数 

 

（３）令和３・４年度競争入札参加資格の有効期間 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日までです。 

ただし、令和５年４月１日以降においても令和５年度の入札参加資格の認定が

行われていないときは、令和５年度の入札参加資格が認定されるまで有効としま

す。 

 

「総合数値」 
 

 

 

    ＋ 

経営事項審査 

「総合評定値」 

経営事項審査 

「年平均完成工事高」 

「格付」 

Ａ，Ｂ，Ｃ 

「発注者別評価点」 
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（４） 建設工事種類別格付基準及び格付別標準発注金額表 

  ア 建設工事種類別格付基準 

   次の表の区分に従い、格付（Ａ，Ｂ，Ｃ）を決定し、認定します。 

 

建設工事種類別格付基準 

工事の 

種類  

  

格付 

土木一式

工事 

建築一式 

工事 
電気工事 管工事 舗装工事 造園工事 

水道施設 

工事 
その他 

Ａ 

総合数値

750 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

3,000 万

円以上 

総合数値

750 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

3,000 万 

円以上 

総合数値

680 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高 

1,250 万

円以上 

総合数値 

700 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高 

2,000 万

円以上 

総合数値

750 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1,500 万

円以上 

総合数値

700 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1,250 万

円以上 

総合数値

700 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高 

2,000 万

円以上 

総合数値

700 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1,500 万

円以上 

Ｂ 

総合数値

650 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1,000 万

円以上 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値

600 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1,000 万 

円以上 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値 

630 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

750 万円

以上 

 

( 格 付 Ａ

に該当す

るものを

除く。) 

総合数値

500 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

750 万円

以上 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値

630 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

750 万円

以上 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

総合数値

600 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

750 万円

以上 

 

(格付Ａに

該当する

ものを除

く。) 

Ｃ 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 

 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 

 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 

総合数値

1 点 

以上かつ 

年平均完

成工事高

1 円以上 

 

(格付Ａ及

び格付Ｂ

に該当す

るものを

除く。) 
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イ 格付別標準発注金額表 

  次の表の区分を基準に発注します。 

格付別標準発注金額表 

 

等級別 

格 付 

 

請 負 対 象 設 計 金 額 

土木一式 

工事 

建築一式 

工事 
電気工事 管工事 舗装工事 造園工事 

水 道施 設

工事 
その他 

Ａ 
3,000 万円

以上 

3,000 万円

以上 

1,250 万円 

以上 

2,000 万円 

以上 

1,500 万円 

以上 

1,250 万円

以上 

2,000 万円

以上 

1,500 万円 

以上 

Ｂ 

1,000 万円 

以上 

3,000 万円 

未満 

1,000 万円 

以上 

3,000 万円 

未満 

1,250 万円 

未満 

750万円 

以上 

2,000 万円 

未満 

750万円 

以上 

1,500 万円 

未満  

1,250 万円

未満 

750万円 

以上 

2,000 万円 

未満 

750万円 

以上 

1,500 万円 

未満 

Ｃ 
1,000 万円 

未満 

1,000 万円 

未満  
 

750万円 

未満 

750万円 

未満 
 

750万円 

未満 

750万円 

未満 

 

 

 

 

 

【参考】災害復旧工事における格付別発注金額の特例 

   （H31.3.28入札・契約制度説明会 ３①災害復旧工事の執行について・抜粋） 

 

  災害復旧工事（土木一式工事） 

等級別格付 請負対象設計金額 

Ａ 8,000万円以上 

Ｂ 3,500万円以上 8,000万円未満 

Ｃ 3,500万円未満 

※下位の格付を対象とする工事であっても上位の格付の者を選定できるものとし

ます。 

※災害査定箇所単位を複数箇所まとめて１つの工事として発注する場合等におい

ては、個々の工事単位（災害査定箇所単位）で最も設計金額が高額となる箇所の

設計金額により発注する格付を決定するものとします。 
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２ 入札又は見積書提出に係る「辞退届」の取扱いについて 

 

（１）趣旨 
   現行の制度において、市発注の建設工事等（建設工事並びに測量及び建設工事に関

する設計調査その他建設コンサルタント業務をいう。以下同じ。）の指名業者として「指
名通知書」や「随意契約に係る見積依頼書」を受け取られた方は、その提出期限まで
に、指名競争入札においては入札書又は辞退届が提出されない場合、随意契約におい
ては見積書又は辞退届が提出されない場合は、欠席となり、指名除外の対象となりま
す。 

 
※現行の制度において「辞退」する場合は、「辞退届」を提出しなければなりません。 

   （電子入札の場合は、電子入札システムを利用して辞退届を提出することが可能） 
 
 
 
 

これについて、令和３年４月１日以降においては「提出期限までに入札書又は見積
書の提出がない場合は、入札を辞退したものとみなす」こととします。 

 
※辞退届を提出期限までに提出しなくても「入札を辞退したものとみなす」ことに
より、これを理由として、指名除外の対象になることはありません。 
また、以後の指名等について不利益な取扱いを受けることもありません。 

       ↓ 
ただし、入札書又は見積書の提出を「辞退」する場合にあっては、本市としては
その意思確認を行いたいことから、従来どおり、辞退届を提出することとしてく
ださい。 

 
※「指名通知書」や「随意契約に係る見積依頼書」を受け取られた方は、従来どお
り、その提出期限にご注意ください。 

 
 

 
（２）施行 

令和３年４月１日以後にする入札又は指名の通知に係る建設工事等について適用し
ます。 

 
 ※３月中に通知がなされたものについては、従前どおりの取扱いとなりますので、ご

注意ください。 
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３ 総合評価落札方式一般競争入札の改正について [再説明] 

 

１ 趣旨 

価格と品質で総合的に優れた調達の推進を図るため、令和３年度も引き続き総合評価

落札方式一般競争入札を実施します。 

 

２ 発注対象工事 

（１）簡易Ⅰ型 

工事実績のほか、簡易な施工計画を求め評価するもの。 

（２）簡易Ⅱ型 

工事実績を中心に評価項目を設定し評価するもの。 

 

３ 改正点 

（１）評価項目：災害対応活動の有無について 

評価項目 令和２年度 令和３年度 配点 

災害対応活動 

の有無 

災害時応急対策活動等に関する

基本協定を締結し、かつ、平成

29 年度から令和 2 年度に災害復

旧工事の応札実績を 6 回以上有

する者 

災害時応急対策活動等に関する

基本協定を締結し、かつ、令和元

年度から令和 3 年度に災害復旧

工事の受注実績を 3 回以上有す

る者 

1.0 点 

災害時応急対策活動等に関する

基本協定を締結し、かつ、平成

29 年度から令和 2 年度に災害復

旧工事の応札実績を 3 回以上有

する者 

災害時応急対策活動等に関する

基本協定を締結し、かつ、令和元

年度から令和 3 年度に災害復旧

工事の受注実績を 1 回以上有す

る者 

0.5 点 

災害時応急対策活動等に関する基

本協定を締結している者 
（変更なし） 0.25 点 

災害時応急対策活動等に関する基

本協定を締結していない者 
（変更なし） 0 点 

※実績は東広島市発注のものに限る。 

（２）評価対象年度の改正  

地域貢献の実績など評価の対象とする年度を改正します。 

 

４ 適用日 

令和３年４月１日以降に公告する案件から適用します。 
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区分 評価内容
市内本店

のみ
市外

参加可
市内本店

のみ
市外

参加可

4点 2点 4点 2点

5点 5点 5点 5点

― 2点 ― 2点

3.75点 2.75点 3点 2.75点

0.25点 0.25点 0.25点 0.25点

5点 5点 5点 5点

18～28点 17～27点
17.25～
27.25点

17～27点

※1　

※2　

※3

※4

※5

※6

業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関する一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存すること）とある場合に評価の対象とする。

調査基準価格未満の応札者のうち、前年度に完了検査を受けた同一工種での低入札工事の工事成績評定が全て８０点以上であった者は、調査基準価格以

65点未満の者又は実績のない者は、0点とする。

技術者資格の配点は次のとおりとする。

　専門資格設定ありの場合： 専門資格あり 1.0 、 専門資格なし・1級技士 0.5 、 専門資格なし・2級技士 0.25

合　　計

3.(2)において評価した場合に評価の対象とする。

　専門資格設定なしの場合： 1級技士 1.0 、 2級技士 0.5

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく雇用義務がない者にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設

○

○

○

平成18年4月1日以降に完成した元請施工実績を評価の対象とする。

平成30年度から令和2年度までの同一工種の平均点とする。

（ただし、令和3年5月31日以前に公告を行う案件は、平成29年度から令和元年度（平成31年度）までの平均点とする。）

令和３年度　総合評価落札方式一般競争入札　　評価項目・配点

6点

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計

○ ○
(1)調査基準価格に基づく施工体制の確保
  (前年度に完了検査を受けた低入札工事の成績評定が全て
  良好であった者は調査基準価格以上と同様に加点)※6

6.社会貢献

7.施工体制
5点 ○ ○

0.25点 ○ ○

2点

1点

評価項目

6～10点 6～10点

△
（1項目以上選択）

△
（1項目以上選択）

△
（選択）

△
（選択）

△
（選択）

△
（選択）

(4)品質の確認方法、管理方法の適切性

配点
土木一式

左記以外
(建築一式、舗装、その他)

2点

1.施工計画

(1)施工計画の実施手順の妥当性

(2)工期設定の適切性

(3)施工に関する課題への対応の適切性

(1)同種・類似工事の施工実績
　　（直近15年間） ※1

(2)工事成績評定点
　　(直近3年間の平均） ※2

(1)主任(監理)技術者の保有する資格
   (専門資格を含む)　※3

(2)主任(監理)技術者の同種･類似工事の施工
   経験の有無　（直近15年間）  ※1

(3)施工経験工事の従事形態　　※4

1点

1点

1点

1点

○

2点

2点

4.地域の精通性

5.地域貢献の実績

2.企業の施工能力

(4)継続教育(CPD)の取組状況

1点

1点

1点

1点

―

(5)若手技術者(39歳以下)又は女性技術者の活
   用

(4)市内企業の活用割合
　(一次下請総額に占める市内企業の割合)

(5)市内資材販売業者からの指定資材調達割合

―

○

○

―

○

1点

(1)障害者雇用の状況　※5

(2)広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制
   度)における活動実績の有無  （前年度）

(3)東広島市公園里親制度活動の実績の有無
　　（前年度）

(1)災害対応活動の有無

(1)地域内における本店の有無

(2)東広島市域内における同種工事の元請施工
　実績 (直近15年間）※1

0.25点

0.5点

○ ―

○ ○

○

○

○

○

―

○

○

○

― ○

― ○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

上での応札者と同様に評価する。

3.配置予定技術者
の能力

Ⅰ
型

○

○

△
(協定締結のみ

0.25点)

―

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平均工事成績評定点 85点以上

平均工事成績評定点 65点～85点未満

2.0

2.0×（平均工事成績評定点-65）/20

区分 得点

Ⅰ
型
・
 
 
 
 
共
通

 

Ⅱ
型
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４ 災害実績条件付一般競争入札の試行について [再説明] 

 

１ 趣旨 

  東広島市が発注する建設工事について、災害復旧工事を受注した建設業者を評

価するため、災害復旧工事の受注実績を要件とした「災害実績条件付一般競争入

札」を試行します。 

 

２ 内容 

 （１）試行対象工事 

  試行対象は次のいずれも満たす案件とします。 

  ア 市内本店対象案件であること。 

  イ 土木一式工事での発注であること。 

  ウ 予定価格が税込５００万円以上であること。 

  エ 参加可能ランクが次表に該当すると認められること。 

ランク 設計金額 

Ａ 東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程 別表第２の

格付別標準発注金額表に応じて設定し、町該当の設定はしない

ものとします。 

Ｂ 

Ｃ 

   ※各ランク２７件程度（各ランク各町３件以内）とします。 

   ※対象工事がない場合もあります。 

   ※町とは、西条、八本松、志和、高屋、黒瀬、福富、豊栄、河内、安芸津の 

    各地区のことをいいます。 

 

 （２）設定要件等 

  平成３０年度以降に東広島市が発注した災害復旧工事（土木一式工事）を３件

以上受注した者とします。 

  ※災害復旧工事は平成３０年７月豪雨災害に限りません。また、今後発災した

場合、それらを含みます。ただし、応急復旧等業務は含みません。 

  ※災害復旧工事の発注方式（一般競争入札、指名競争入札、随意契約）を問い

ません。 

  ※入札参加資格のない者が落札候補者となった場合、事後審査で無効とします。 

 

３ 適用日 

  令和３年４月１日以降に公告する案件から適用します。 
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５ 水道施設工事の発注方法について [再説明] 

 

１ 変更内容 

  水道施設工事（配水管布設工事・配水管布設替工事）については、入札参加資格の認定

業種を次のとおり変更します。 

現行 

発注工種 水道施設工事 

認定業種 水道施設工事かつ土木一式工事 

変更後 

発注工種 水道施設工事 

認定業種 
管径φ５０ｍｍ以下 管工事 

管径φ５０ｍｍ超  水道施設工事かつ土木一式工事 

 

２ 適用日 

  令和３年４月１日以降に公告・指名・又は見積依頼する案件から適用 
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６ 法定外の労災保険の加入について [再説明] 

 

１ 趣旨 

  公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正により、政府の労働者災害補償保険（労災保険）と

は別に上乗せ給付等を目的とした保険契約の保険料等を、予定価格へ反映するために、土木工事にお

いて現場管理費率の改定を行いました。 

このことから対象となる土木工事について、法定外の労災保険への加入を義務化します。 

            

２ 加入を義務化する法定外の労災保険   

法定外の労災保険の 

加入先 

（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、 

全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会、 

保険会社 

保険の条件等 政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とす

るもの 

法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるも

のを速やかに監督職員に提示 

 

３ 対象工事 

 「土木工事標準積算基準書」、「港湾請負工事積算基準」、「漁港漁場関係工事積算基準」、「土地改良事

業等請負工事積算基準」及び「森林整備保全事業設計積算要領」を適用する土木工事 

※  対象工事については、特記仕様書に法定外の労災保険への加入義務を記載します。 

 

４ 適用日 

  令和３年４月１日以降に見積依頼、指名又は公告する案件から適用します。 
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７ その他 

 

（１） 災害復旧工事の状況について【災害復旧推進課】 

…資料の１４・１５ページをご確認ください。 

 

（２） 建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項の改正について 

（令和３年４月１日以降適用開始）【契約課】 

  東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項の（建設工事）（コンサ

ル等業務）（総合評価落札方式）の改正を行います。 

  改正点は、次の事項です。 

   ※１５年間の施工実績・工事経験に係る基準日の改正（H17.4.1→H18.4.1） 

   ※総合評価落札方式の制度改正（６・７ページを参照）に係る改正 

 

  令和３年度以降の入札時には、改正内容を確認の上、参加いただきますよう、

よろしくお願いします。 

 

   改正後の東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項は、４月上旬

に東広島市ホームページに掲載予定です。 

   （備考：維持管理業務については、改正の予定はありません。） 

 

   【建設工事・維持管理業務・総合評価落札方式】 

    ホーム ＞ 組織から探す ＞ 総務部 契約課 

     ＞ 1 建設工事(入札・公告) 

      ＞ 令和 3年度一般競争入札情報(建設工事等) 

 

   【コンサル等業務】 

    ホーム ＞ 組織から探す ＞ 総務部 契約課 

     ＞ 3 測量・建設コンサルタント等業務(入札・公告) 

      ＞ 令和 3年度一般競争入札情報(コンサル等業務) 

 

（３） 近接して工事を発注する場合の諸経費調整の運用廃止について 

（令和３年４月１日運用廃止）【契約課】 

…資料の１６～１８ページをご確認ください。 
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（１）災害復旧工事の状況について 

 

被災件数 1,730 件に対し、令和 3 年 2 月末現在の進捗率（完了、工事中、廃工の合計

件数）は、８割を超えている。一方、工事の完了率は 3 割程度に留まっており、令和３年

度は工事が最盛期を迎えるものと見込まれる。 

下表の 1,730 件の他にも、小規模で維持的に対応する工事も引き続き並行して実施する

必要がある。 

 

 

 

 

 

災害復旧工事にあたって、ご協力をいただきありがとうございます。 

令和 3年 4月以降も施工現場を支援する外部委託業務を継続して実施します。 

詳細は担当へお尋ねください。 

 

 

（2月末時点）

施設種別 着手率 着手件数 対象件数 施設種別 着手率 着手件数 対象件数

　河川 168 215 　学校施設 100% 3 3

　道路 256 287 　農地 573 619

　港湾 2 2 　農業用施設 339 409

　橋梁 11 16 　林道 50 61

　がけ地 7 7 　上水道施設 77% 44 57

　公園 100% 21 21 　下水道施設 100% 33 33

施設別復旧工事対象着手率（平成30年7月豪雨災害復旧・復興プランに掲載の施設）

　※ 上水道・下水道施設の仮復旧は100％完了しています。

　※ 対象件数は、1件につき近傍の被災箇所をまとめている場合があります。

　※ 着手件数は、復旧工事対象件数のうち工事完了、契約済、廃工（自己復旧や営農休止など）の件数です。

88%84%

担当： 

建設部災害復旧推進課 

TEL:082-426-3091 
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災害復旧状況報告パネル展示について 
 

 

１ 展示の名称 「平成 30年 7月豪雨災害復旧状況パネル展示」 

 

２ 目的 平成 30年 7月豪雨災害復旧の状況を市民に周知することを目的に、工事写真や進捗率の情報を

パネルにして展示する。また、施工業者の情報を明記することで、災害復旧工事への取組みに対する

感謝の意を示すもの。 

 

３ 日時・場所 

 日時：令和３年３月１５日（月）～３月１９日（金） 

 場所：市役所１階ロビー 

 ※ 本庁展示が終了後、引き続き、西条町、八本松町、志和町、高屋町分については市役所６階で展

示し、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町、安芸津町分は各支所ロビーで展示する。 

 ※ 写真を更新する 3ヶ月毎に本庁ロビーで展示を行う予定。 

 

４ 展示内容 

 ・パネル（A1サイズ×１８枚）展示 

 ・町毎にパネルを２枚作成 

  １枚目…・工事進捗状況の件数 

      ・直近で工事完了や工事中の場所と写真を数か所 

      ・工事に協力をいただいている施工業者一覧 

  ２枚目…・工事進捗状況の地図 

 

５ 情報更新 

 ・工事進捗状況の件数と地図は、毎月初めに情報を更新して差し替える。 

 ・写真は 3ヶ月毎に更新し、写真を更新する 3ヶ月毎に本庁ロビーで展示を行う。 
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（３） 近接して工事を発注する場合の諸経費調整の運用廃止について 

 

１ 趣旨 

  一般競争入札による市発注の建設工事において、工事場所が近接しており、発注工種が

同一である等の一定の要件を満たす対象工事を、同一の事業者に発注する場合は、諸経費

（現場管理費・一般管理費・共通仮設費）の調整を行っています。 

 

 

 

  これについて、令和３年４月１日以降においては、近接して工事を発注する場合の諸経

費調整の運用を廃止します。 

 

 

２ 施行日（廃止） 

  令和３年４月１日 
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